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目指せ！脱炭素社会への道☆目指せ！脱炭素社会への道☆

　
シ
リ
ー
ズ
「
目
指
せ
脱
炭
素
社

会
へ
の
道
」
の
第
２
回
目
と
な
る

今
回
は
、
最
上
町
地
球
温
暖
化
対

策
実
行
計
画
に
つ
い
て
触
れ
た
い

と
思
い
ま
す
。
平
成
29
年
３
月
に

策
定
し
ま
し
た
当
計
画
に
つ
い
て

は
、
２
０
５
０
年
ま
で
の
カ
ー
ボ

ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
実
現
に
向
け
た

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
役
割
と
な
っ
て

お
り
、
公
共
施
設
の
削
減
目
標
を

定
め
た
「
事
務
事
業
編
」
と
民
間

部
門
お
よ
び
町
全
体
の
削
減
目
標

を
定
め
た
「
区
域
施
策
編
」
の
２

本
建
て
で
策
定
し
て
い
ま
す
。

　
当
町
の
現
計
画
は
、
当
時
の
政

府
目
標
に
準
じ
た
温
室
効
果
ガ
ス

削
減
２
０
３
０
年
度
目
標
を
、
２

０
１
３
年
度
比
26
％
削
減
と
設
定

し
て
い
ま
し
た
が
、
パ
リ
協
定
を

経
て
日
本
は
２
０
３
０
年
度
に
お

い
て
46
％
削
減
を
目
指
す
こ
と
、

さ
ら
に
50
％
削
減
の
高
み
に
向
け

て
挑
戦
を
続
け
る
こ
と
を
表
明
し

ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
当
町

に
お
い
て
も
よ
り
挑
戦
的
な
目
標

を
定
め
取
組
を
進
め
る
べ
く
「
区

域
施
策
編
」
の
改
定
を
行
い
ま
す
。

　
計
画
改
定
に
伴
い
、
現
況
を
正

確
に
把
握
す
る
た
め
町
内
事
業
者

に
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に
関
わ
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
。
昨
年
実
施
し
た
町
民
ア
ン

ケ
ー
ト
と
合
わ
せ
、
新
た
な
計
画

令和６年１０月１日より

児童手当法改正により、令和６年１０月分の児童手当から支給対象児童や手当月額が拡充されます。

【児童手当の拡充と変更内容】

※大学生に限らず、就職等で収入がある場合でも親等が監護に相当する世話等をし、生計費を負担している場合は、第３
　子のカウント対象です。
※児童手当制度拡充後の初回支給月は、令和６年１２月１０日予定（１０.１１月分）です。

【申請に必要な書類】

申請の要否については、右のQRコードのホームページに
に掲載されたフローチャートをご確認し申請してください。

児童手当が新制度になります

【申請期限】

※申請期限後の提出や、不足書類等で期限までに手続きが完了しない場合は、手当の支給が遅れることがあります。
※申請期限後であっても、令和７年３月３１日（月）までに手続きされた場合は、１０月分からの児童手当を遡って支給いた
します。

　児童手当制度の詳細については、町のホームページにも掲載しておりますので、あわせてご確認く
ださい。なお、申請については、申請先が最上町の方を対象に記載しております。公務員の方は勤務先へ、
町外在住の場合は居住地へお問合せ下さい。

※令和６年１２月の支給に間に合う申請期限令和６年１０月３１日（木）

◇申請期限に関する留意事項◇

※申請に必要な書類については、こども支援課窓口のほか、町のホームページでもダウンロードができます。詳しく
はホームページをご覧ください。

〇申請書類

①認定申請書（申請者の健康保険証の写し、申請者の口座情報のわかる書類を添付）
②別居監護申立書（該当する場合のみ提出）
③監護相当・生計費の負担についての確認書（該当する場合のみ提出）

シリーズ２

地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
の
策
定
は

「
事
務
事
業
」
と
「
区
域
施
策
」
に
分
か
れ
る

〇お問い合わせ　商工観光課エネルギー産業推進室　４３-２２６２
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計
画
改
定
に
伴
い
、
現
況
を
正

確
に
把
握
す
る
た
め
町
内
事
業
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に
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に
関
わ
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
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し
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り
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施
し
た
町
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新
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に
反
映
さ
せ
て
皆
様
に
お
示
し
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
合
わ
せ
て
、
地
域
資
源
の
活
用

を
目
的
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
地
域
通

貨
流
通
実
験
の
協
力
者
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

　
デ
ジ
タ
ル
地
域
通
貨
が
ど
の
よ

う
に
地
域
資
源
の
循
環
に
役
立
つ

か
な
ど
３
ヶ
月
の
期
間
の
中
で
実

験
し
ま
す
。
町
民
の
方
、
利
用
先

と
な
る
事
業
所
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
活
性
化
さ
せ
て
い
き
た
い

方
な
ど
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

支給対象児童

現行制度（令和６年９月分まで） 新制度（令和６年１０月分から）

所得制限

手当月額

第３子のカウント
対象となる年齢

所得制限あり 所得制限なし

中学校修了まで対象（１５歳到達後の最初の
３月３１日まで）

高校生の年代まで対象（１８歳到達後の最初
の３月３１日まで）

・３歳未満　１５，０００円
・３歳以上　１０，０００円
・中学生　　１０，０００円
・特例給付　　５，０００円

・３歳未満　１５，０００円
・３歳以上　１０，０００円
・中学生　　１０，０００円
・高校生　　１０，０００円

第３子以降は一律３０，０００円を給付

大学生の年代まで（２２歳到達後の最初の３月
３１日まで）

高校生の年代まで（１８歳到達後の最初の３月
３１日まで）

手当支給月 年３回（２.６.１０月） 年６回　偶数月（２.４.６.８.１０.１２月）

第３子以降は小学校修了まで１５，０００円

広報もがみ　令和６年９月号　９月２６日発行　№８８２　【１８】【１９】　広報もがみ　令和６年９月号　９月２６日発行　№８８２
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流通実験の参加
登録はコチラ

年金生活者支援給付金制度について

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の
生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要
です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構 (年金事務所 )が実施します。

■対象となる方
〇老齢基礎年金を受給している方は、以下の要件を全て満たす必要があります。
　　６５歳以上で老齢基礎年金を受けている
　　世帯員全員が町民税非課税となっている
　　年金収入額とその他の所得額の合計が８８９，３００円以下である

〇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方は、以下の要件を全て満たす必要があります。
　　前年の所得額が『４，７２１，０００円 +扶養親族の数×３８０，０００円』以下である

■請求手続き
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
　　お受け取りの対象となる方には、日本年金機構より請求可能な旨のお知らせを送付しています。同封の
　ハガキ (年金生活者支援給付金請求書）に記入して提出してください。
②年金を受給しはじめる方
　　年金の請求手続きと併せて年金事務所または役場で請求手続きをしてください。

『給付金専用ダイヤル』：０５７０－０５－４０９２(ナビダイヤル )

⇒年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。


